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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及

び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

 



 

はじめに 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」）の一部改正

により、平成２０年度から、全ての教育委員会は、毎年、その権限に属する事

務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書

を作成することが義務付けられました。また、点検・評価を行うにあたっては、

透明性、客観性を確保するという観点から、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとされています。 

この制度を踏まえて、岬町教育委員会では、本教育委員会が平成２１年度に

実施した事務事業について点検・評価を行いました。 

あわせて、学識経験者に教育委員会活動評価委員を委嘱し、ご意見と助言を

いただきました。 

この報告書により、平成２１年度における岬町教育委員会の取組について議

会及び住民の皆様にわかりやすくお示しするとともに、点検・評価を踏まえ、

岬町教育行政の一層の充実を図ってまいります。 
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Ⅰ 点検・評価制度について 

 

１．経緯 

平成１８年１２月の教育基本法の改正及び平成１９年３月の中央教育審議会

の答申等を踏まえ，平成１９年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（以下「地教行法」といいます。）が改正され、平成２０年４月から施行さ

れました。 

地教行法の改正目的である「教育委員会の責任体制の明確化」の一つとして、

同法第２７条の規定に基づき、教育委員会が毎年その権限に属する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価（以下「点検・評価」といいます。）を行うこ

とが義務付けられました。 

 

２．目的 

事務の点検・評価は，上記地教行法第２７条の規定に基づき、教育委員会が、

教育長以下の事務局を含む広い意味での教育に関する事務の管理及び執行状況

を点検・評価することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住

民への説明責任を果たすことを目的としています。 

 

３．対象事業 

  岬町教育委員会の所管事務については、地教行法第２３条に「教育委員会の

職務権限(※)」として規定されているところですが、点検・評価に当たっては、

教育委員会活動及び教育委員会事務局の各課及び所管の施設が行っている主な

事業を対象事業として選定しました。 

○評価の年次 前年度（平成２１年度）の事務の管理及び執行の状況 

○評価の単位 事業単位別に評価 

 (※)「教育委員会の職務権限」については、参考資料に記載。 

 

４．点検評価の方法 

 ⑴ 事務局による自己評価 

教育委員会事務局が対象事業及びその目標について、その取組状況・効果・

今後の課題等を踏まえ、自己点検・自己評価を行いました。 

  ○点検評価の視点と手法 

   ア まず次の４つの視点から、３段階の評価を行いました。 

・事業の必要性、目的の妥当性 

・事業の有効性 

・効率性、手段の妥当性 

・公平性、適切な受益者負担 

   イ 次に、総合的な視点から４段階の評価を行いました。 



２ 

 

評価区分 説 明 視 点 

Ａ 継 続 
事 業 を 継 続 す

る。 

現行どおり継続する。又は拡充を図

る 

Ｂ 要検討 
課題を整理し、

検討していく。 

事業内容や実施手段に次の視点から

検討又は改善の余地がある。 

・事業環境の変化 

・事業の効率化 

・事業規模の縮小 

・民間委託が可能 

・時限設定が可能 

・広域行政での取組が可能 

Ｃ 要改善 

課 題 が 明 確 で

あり、今後、改

善に取り組む。 

Ｄ 廃 止 
不 要 で あ り 廃

止する。 

事業の必要性、目的からみた妥当性

がない。 

 

 ⑵ 学識経験者の知見の活用 

地教行法第２７条第２項の規定による有識者の知見の活用については、教

育委員会事務局が行った点検・評価（自己評価）の結果について、委嘱した

教育委員会活動評価委員２名から個別に御意見をお聴きました。 

 

岬町教育委員会活動評価委員名簿 

氏 名 備  考 

松 浦 善 満 国立大学法人 和歌山大学教育学部 学部長／教授 

寺 田 伸 之 岬町ＰＴＡ連絡協議会会長・岬中学校ＰＴＡ代表 

 

⑶ 総合評価 

   自己評価に対する教育委員会活動評価委員からの意見等を踏まえ、教育委

員会が総合的な評価を行い、今後の課題や方向性について検討しました。 
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Ⅱ 分野別の点検・評価 

 

１．教育委員会活動 

⑴ 委員会活動の概要 

月１回の定例会議及び臨時会議を開催しました。 

 開催回数 議案件数 その他案件 

定例会議 １１回 １３件 ２７件 

臨時会議  １回  件 １件 

 

⑵ 教育委員会委員の学校訪問 

教育委員会委員が教育行政の充実に資することを目的に学校園を訪問し、

授業の実態や教職員の取組を把握するとともに、校園長との意見交換を実施

しました。 

学校校 実施期日 内  容 

淡輪小学校 １２月１６日 学校訪問 

深日小学校 １月２０日 学校訪問 

岬中学校 １月２６日 学校訪問 

多奈川小学校 １月２７日 学校訪問 

 

 

⑶ 教育委員会委員の関係行事への出席 

教育委員会委員が教育委員会に関係する諸行事に参加しました。 

期 日 行事の内容 

４月 ６日 岬町立岬中学校入学式 

４月 ７日 岬町立各小学校入学式 

４月 ９日 岬町立淡輪幼稚園入園式 

１月１０日 岬町成人祭 

３月１２日 岬町立岬中学校卒業式 

３月１８日 岬町立各小学校卒業式 

３月１９日 岬町立淡輪幼稚園卒園式 

 

⑷ 教育委員会委員の研修会等への参加 

期 日 研修会等の内容 

４月 ６日 市町村教育委員長・教育長会議 

４月２８日 泉南郡三町教育委員会連絡協議会総会 

５月１９日 大阪府町村教育委員会連絡協議会理事会 

５月２１日 中学校教科書採択会議 



４ 

 

５月２８日 大阪府町村教育委員会連絡協議会総会並びに研修会 

７月２１日 中学校教科書採択協議会 

７月２２日 郡三町教育委員会連絡会 

８月２１日 泉南地区教育委員長教育長連絡研修会 

８月２５日 大阪府町村教育委員会連絡協議会夏季研修会 

１１月３０日 泉南地区教育委員会教育委員長、教育長連絡協議会 

１月１６日 大阪府市町村教育委員研修会 

 １月２８日 大阪府町村教育委員会連絡協議会研修会 
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２.担当部署別の点検・評価



６

担当部署 整理番号 事務事業名 内部評価 活動評価委員の主な意見

1 小学校健康診断事業 Ａ 　継　続

2 中学校健康診断事業 Ａ 　継　続

3 スクールバス運行事業 Ａ　継　続

4 要・準要保護児童援助事業（小学校） Ｂ　要検討 検討課題。

5 要・準要保護生徒援助事業（中学校） Ｂ　要検討 検討課題。

6 幼稚園就園奨励補助事業 Ａ 　継　続

7 人権教育研究活動費補助事業 Ａ 　継　続

8 外国青年招致事業 Ｂ　要検討

9 耐震化事業 Ａ 　継　続 着実かつ計画的に進めること。

10 総合的教育力活性化事業 Ａ 　継　続 継続的に取り組むことが重要。

11 スクールカウンセラー設置事業 Ａ 　継　続

12 心の相談サポート事業 Ａ 　継　続

13 おおさか元気広場推進事業 Ａ 　継　続 継続的に取り組むことが重要。

14 問題を抱える子ども等の自立支援事業 Ｂ　要検討

15 学校支援地域本部事業 Ａ 　継　続 継続的に取り組むことが重要。

16 市町村支援プロジェクト事業 Ａ 　継　続 継続的に取り組むことが重要。

17 地域による学校支援緊急対策事業 Ａ 　継　続 継続的に取り組むことが重要。

18 社会教育振興事業 Ａ 　継　続

19 青少年健全育成推進事業 Ａ 　継　続

20 地域見守り事業 Ａ 　継　続 ボランティアとの連携重視。継続すること。

21 保健体育振興事業 Ａ 　継　続

22 アップル館運営事業 Ａ 　継　続

淡輪公民館 23 淡輪公民館運営事業 Ｂ　要検討 老朽化対策が検討課題。

給食センター 24 学校給食センター運営事業 Ｂ　要検討 充実について課題整理と検討を。

点検・評価事業一覧表

学校教育課

指導課

生涯学習課



















































Ⅲ 教育委員会活動評価委員の意見と助言 

 平成２１年度に学校教育課、指導課及び生涯学習課が実施した事業について

は、当初の目的をほぼ達成しており評価できます。 

学校教育課では学校施設の耐震化事業が進められました。今後も当該事業の

早期の完了を目指し、耐震診断をはじめとする当該事業が着実かつ計画的に進

められるよう期待します。 

指導課では学力向上に向けた取組と、家庭や地域住民との連携を進める事業

で成果を上げつつあり、継続的に取り組むことが重要です。 

生涯学習課では子どもたちの安全確保などを図る地域見守り事業に新たな展

開が見られました。この事業についても住民ボランティアとの連携を重視し、

継続していくことが必要です。 

 今後の検討課題としては、経済的困窮家庭への支援事業、淡輪公民館の老朽

化対策、学校給食事業の充実についての課題整理と検討が挙げられます。 

 町の財政が苦しい中、大変だと思いますが、今後とも住み心地のいい地域づ

くりと将来に希望の持てる教育事業を工夫して推進してください。 

 

Ⅳ 教育委員会の総合的所見 ―活動評価委員の意見と助言を踏まえて― 

 平成２１年度においても町財政は危機的な状況にあり、新規事業は原則とし

て抑制し、既存事業についても経費の削減が求められる中、各事業の執行にあ

たっては創意工夫を凝らすことが必要となりました。 

 そのような状況下で、政府の緊急経済対策に係る交付金を活用し、校舎の耐

震化事業を進めました。なお実際の工事は２２年度に繰り越し、小学校の夏休

みの時期に関係者の協力を得て概ね円滑に進めることができました。 

 子どもたちの学力向上と健全育成に向けた取組を推進していく上で、学校・

家庭・地域の協力連携は継続してその充実を図る必要があります。 

 地域見守り事業については、近い将来、町の単独事業になることが予想され、

その際は、事業継続のための財源確保が必要となります。 

 要・準要保護児童(生徒)援助事業については、危機的な財政状況ではありま

すが、現行の水準を堅持してきました。厳しい経済環境下で援助対象家庭が漸

増傾向にある一方、平成２２年度からは中学生以下の子どもの保護者に毎月１

万３千円を所得制限なしに支給する子ども手当の支給が始まりました。今後の

子育て支援施策や税制の動向にも留意しつつ、就学援助制度については今まで

以上により大きな視点からの検討が必要です。 

 淡輪公民館の老朽化対策については、当面は各種クラブの活動に支障が出な

いように必要な修繕経費を確保することとします。 

 学校給食事業については、安全安心でおいしい給食を基本に、経費の削減と

食育の充実に向けて、学校給食運営審議会の意見を聴き改善に努めます。 

３１ 



 

参 考 資 料 
 

 

○教育委員会の職務権限について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋・昭和３１年法律第１６２号) 

 

(教育委員会の職務権限) 

第二十三条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、

次に掲げるものを管理し、及び執行する。 

一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関

(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関する

こと。 

二 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の

管理に関すること。 

三 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関す

ること。 

四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及

び退学に関すること。 

五 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関する

こと。 

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 

八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 

九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安

全、厚生及び福利に関すること。 

十 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 

十一 学校給食に関すること。 

十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 

十三 スポーツに関すること。 

十四 文化財の保護に関すること。 

十五 ユネスコ活動に関すること。 

十六 教育に関する法人に関すること。 

十七 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。 

十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関す

ること。 

十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育

に関する事務に関すること。 

 

３２ 



○岬町教育委員会の活動の点検及び評価に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」

という。）第２７条第１項の規定により実施する岬町教育委員会（以下「委

員会」という。）の活動（委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

をいう。以下同じ。）の点検及び評価に関し、必要な事項を定める。 

 （点検及び評価） 

第２条 委員会は、法第２７条第１項の規定により、毎年、前年度の活動を点

検及び評価する。 

（評価委員） 

第３条 委員会は、前条の点検及び評価を実施するに当たり、法第２７条第２

項の規定による学識経験者の知見の活用を図るため、委員会活動評価委員（以

下「評価委員」という。）を委嘱する。 

２ 評価委員の人数は２人とする。 

３ 評価委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

４ 評価委員は、再任することができる。 

 （意見書の提出） 

第４条 評価委員は、委員会の求めに応じ、第２条の活動の点検及び評価を行

うに当たり、意見を述べるものとする。 

 （議会への報告） 

第５条 委員会は、法第２７条第１項の規定により、毎年、第２条の活動の点

検及び評価の結果に関する報告書を作成し、町議会へ報告するものとする。 

 （公表） 

第６条 委員会は、法第２７条第１項の規定により、前条の報告書の概要を町

ホームページへ掲載するなど、広く町民に公表するものとする。 

 （謝金） 

第７条 評価委員の謝金の額は、町外学識経験者にあっては、日額７，０００

円とし、町内有識者にあっては、日額６，５００円とする。 

２ 前項の謝金は、出席日数に応じて、その都度支給する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の活動の点検及び評価について

必要な事項は、教育長が定める。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
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教育委員会事務局 

〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日 2000 番地の 1 

電話：072-492-2719(学校教育課) FAX：072-492-0101 

E-mail: gakkoukyouiku@town.misaki.osaka.jp 

http://www.town.misaki.osaka.jp/kyouiku/ 

 


